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航空機の使用及びとう乗に関する訓令（昭和 36 年防衛庁訓令第２号）第 13

条の規定に基づき、海上自衛隊及び航空自衛隊の航空機による空中輸送手続規

則（昭和 35 年陸上自衛隊達第 130―４号）の全部を改正する。 

陸上幕僚長 陸将 天野 良英 

海上自衛隊及び航空自衛隊の航空機による輸送に関する達 
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別表 航空輸送状況表（  年度） 

第１章 総則 

（目的） 

第１条 この達は、陸上自衛隊の部隊等（自衛隊情報保全隊、自衛隊体育学校、

自衛隊中央病院、陸上幕僚長の監督を受ける自衛隊地区病院及び自衛隊地方

協力本部を含む。以下同じ。）が、海上自衛隊及び航空自衛隊の航空機によ

って人員及び貨物（以下「人員等」という。）を輸送する場合の輸送の手続

及び実施その他必要な事項を定め、もって業務処理の円滑な遂行を図ること

を目的とする。 

２ 自衛隊法（昭和 29 年法律第 165 号）第 100 条の６から第 100 条の 17 まで

の規定にかかわる海上自衛隊及び航空自衛隊の航空機によって人員等を輸送

する場合の輸送の手続及び実施その他必要な事項は、別に定めるもののほか

この達による。 

（用語の定義） 

第２条 この達において用いる次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該

各号の定めるところによる。 

(1) 定期便 海上自衛隊及び航空自衛隊の航空機によって、定期運航計画に 

基づいて運航される輸送便をいう。 

(2) 特別便 航空自衛隊の航空機によって、空輸要求に基づいて運航される 

輸送便をいう。 

(3) 局地飛行 出発地以外の飛行場に着陸することなく、出発飛行場の局地 

飛行空域内を飛行し、再び出発地に着陸する飛行をいう。 

(4) 補給統制本部等 補給統制本部、各補給処及び同支処並びに中央業務支 

援隊、地理情報隊、中央輸送隊をいう。 

(5) 依頼先部隊等の長 別紙第１に定める海上自衛隊の輸送調整官及び航空 

自衛隊の空港業務担当部隊等の長をいう。 

第２章 輸送の手続 

第３条 削除 

（輸送の申請） 

第４条 部隊等の長は、海上自衛隊又は航空自衛隊に所属する航空機による人

員等の輸送を必要とするときは、次の各号に定める手続によるものとする。 

(1) 定期便による場合は、原則として輸送希望日の１４日前までに駐屯地業 

  務隊長等（駐屯地業務隊長及び駐屯地業務隊を置かない駐屯地にあっては

駐屯地業務を担当する部隊等の長をいう。以下同じ。）を経て方面総監に

輸送申請書（人員：別紙第２―１、貨物：別紙第２―２）を提出するもの

とする。ただし、自衛隊地方協力本部にあっては直接方面総監に提出する

ものとし、補給統制本部等の貨物輸送は次条第２号によるものとする。 

(2) 特別便による場合は、輸送希望日の前前月の２０日までに駐屯地業務隊 



長等及び方面総監（自衛隊地方協力本部にあっては直接方面総監）を経て

陸上幕僚長（装備計画部長気付）に輸送申請書（別紙第３）を提出するも

のとする。 

（輸送の依頼） 

第５条 方面総監は、定期便による輸送の必要を認めた場合及び特別便による

輸送について陸上幕僚長の承認を得た場合には、原則として輸送希望日の１

０日前までに海上自衛隊に依頼する場合は航空機搭乗依頼書（別紙第４―

１）又は物件輸送依頼書（別紙第４―２）、航空自衛隊に依頼する場合は輸

送請求票（別紙第５）１部（ただし、貨物の輸送に当たっては２部）を依頼

先部隊等の長に提出するものとする。 

２ 補給統制本部等の長は、定期便による貨物の輸送を必要とする場合は前項

に準じ、直接依頼先部隊等の長に輸送依頼するものとする。 

３ 方面総監は、定期便及び特別便以外に運航される航空機に人員を搭乗させ

る必要がある場合は、当該航空機が海上自衛隊に属する場合は航空機搭乗依

頼書（別紙第６）、航空自衛隊に属する場合は搭乗依頼書（別紙第７）によ

り当該航空機の運航に関わる航空機使用者に依頼するものとする。 

４ 前項の場合における部隊等の長の輸送の申請は、前条第１号に準じて実施

するものとする。 

（部外者の搭乗手続） 

第６条 部隊等の長（本条において駐屯地司令を含む。）は部外者から海上自

衛隊又は航空自衛隊への航空機搭乗承認申請書（以下「申請書」という。様

式は、航空機の使用及び搭乗に関する訓令（昭和３６年防衛庁訓令第２号。

以下「訓令」という。）の別記様式第１による。）を受理した場合には、第

４条第１号に準じ、方面総監に提出するものとする。ただし、当該搭乗が広

報活動に関するもので、出発地と到着地を異にする場合には、体験搭乗事由

書（別紙第８）を添付するものとする。 

２ 方面総監は、申請書の提出を受けたときには、搭乗希望日の１４日前まで

に陸上幕僚長（装備計画部長気付）に提出するものとする。ただし、当該搭

乗が広報活動に関するもので、訓令第８条第２項の規定により承認の権限が

委任されている場合又は当該搭乗が局地飛行による体験搭乗である場合には

直接海上自衛隊又は航空自衛隊の承認権者に送付するものとする。 

３ 部隊等の長は、部外者に海上自衛隊又は航空自衛隊の航空機への搭乗を依

頼しようとするときは、第４条第１号に準じ、方面総監を経由し、陸上幕僚

長（所掌部長気付）に申請書を搭乗希望日の１５日前までに提出するものと

する。 

４ 特別便に係るものは、前３項に規定するもののほか、第４条第２号の規定

を準用する。 

５ 前各項の部外者搭乗承認申請に係る基準及び着意事項は、陸上自衛隊にお

ける航空機の使用及び搭乗に関する達（陸上自衛隊達第 99―４号（４０.４．

１９））第 10 条及び第 12 条の規定を準用する。 

第３章 輸送の実施 

（搭乗のための準備） 



第７条 搭乗を許可された者は、次表に示す時刻までに飛行場に赴き、係官に

所属、官職、氏名を告げ、その指示を受けるものとする。 

 

区分 時間 

海上自衛隊 航空機出発時刻の１時間前 

航空自衛隊 航空機出発時刻の 40 分前 

 

２ 定期便による往復又は中継輸送の場合においては、着地又は中継地に到着

後、直ちに当該基地の係官に連絡し、搭乗便を確認するものとする。 

（手荷物の制限及び服装の統制） 

第８条 搭乗を許可された者が携行することのできる手荷物の重量は、10 ㎏ま

でとする。 

２ 自衛官は、原則として自衛官服装規則第５条に規定する服装により搭乗す

るものとする。 

  なお、請求部隊等の長が自衛官服装規則第６条第４号から第６号までの規

定に該当する隊員を搭乗させる必要があると認めた場合は、海上自衛隊に依

頼する場合は航空機搭乗依頼書（別紙第４―１）のその他必要な事項の欄に、

航空自衛隊に依頼する場合は輸送請求票（別紙第５）の備考欄に服装の種類

及び理由を記載するものとする。 

（貨物の引渡し及び受領） 

第９条 貨物を発送する部隊等（以下「発送部隊等」という。）の長は依頼先

部隊等の長から、指定された日時及び場所において貨物を引き渡し、引換に

輸送請求票（航空自衛隊）１部を受領するものとする。 

２ 発送部隊等の長は、到着予定時刻等を、貨物を受領する部隊等（以下「受

領部隊等」という。）の長に速やかに通報するものとする。 

３ 受領部隊等の長は、飛行場の係官から輸送貨物票（航空自衛隊の作成する

帳票）１部とともに貨物を受領するものとする。 

第４章 患者及び危険物品の輸送 

（患者の輸送） 

第 10 条 部隊等の長は、海上自衛隊又は航空自衛隊の航空機により輸送を必

要とする患者（緊急に輸送する必要がある部外の救急患者を含む。）は第４

条から第６条までの規定にかかわらず直接最寄りの海上自衛隊又は航空自衛

隊の航空機使用者にその輸送を請求することができる。 

２ 部隊等の長は、患者の輸送に当たっては必要に応じ医官又は看護員（部外

の医師若しくは付添人を含む。）を同乗させるものとする。 

（爆発物等の輸送） 

第 11 条 航空機による爆発物等（航空法施行規則（昭和２７年運輸省令第５

６号）第 194 条第１項に定める物件をいう。）の輸送は、爆発物等の空輸に

関する基準（別紙第９）により行うものとする。 

２ 海上自衛隊又は航空自衛隊から要請がある場合及び幕僚長が必要と認めた

場合は貨物宰領者を置き、次の各号に掲げる業務を行うものとする。 



(1) 輸送間の貨物の固定・縛着及び保管状態の確認 

(2) 輸送間の貨物の取扱いに関する技術的助言 

(3) 輸送状況等に関する報告・通報 

(4) 必要により輸送間の貨物の機能維持のための保守・点検 

(5) その他幕僚長が必要と認める事項 

第５章 事故の処理 

（事故処理の担任） 

第 12 条 海上自衛隊又は航空自衛隊の航空機に搭載した貨物の亡失その他の

事故の処理は、全部不着の場合は発送部隊等側において、その他の場合は受

領部隊等側において担任するものとする。この場合、当該事故が海上自衛隊

又は航空自衛隊側の責任に帰すべき事由によるものは当該自衛隊の係官の確

認を受け、事故証明書を受領するものとする。 

第６章 報告 

（報告） 

第 13 条 方面総監及び補給統制本部等の長は、当該年度における航空輸送依

頼の実績を取りまとめ航空輸送状況表（別表）により、翌年度４月１５日ま

でに陸上幕僚長に報告するものとする（輸定第８号）。 

附 則 

１ この達は、昭和 40 年５月１日から施行する。 

２ 削除 

３ 削除 

附 則（昭和 43 年４月 27 日陸上自衛隊達第 98―４―１号） 

この達は、昭和 43 年６月１日から施行する。 

附 則（昭和 44 年 12 月 27 日陸上自衛隊達第 122―69 号） 

１ この達は、昭和 45 年１月１日から施行する。（ただし書略） 

２ この達施行の際、現に保有している旧様式の用紙類は、当分の間内容を修

正して使用することができる。 

附 則（昭和 53 年１月 13 日陸上自衛隊達第 122―108 号） 

この達は、昭和 53 年１月 30 日から施行する。 

附 則（昭和 54 年７月 25 日陸上自衛隊達第 98―４―２号） 

この達は、昭和 54 年８月１日から施行する。 

附 則（昭和 56 年３月９日陸上自衛隊達第 98―４―３号） 

この達は、昭和 56 年４月１日から施行する。 

附 則（昭和 57 年４月 30 日陸上自衛隊達第 122―119 号） 

１ この達は、昭和 57 年４月 30 日から施行する。 

２ この達施行の際現に保有する公印は、新たに作成するまでそのまま使用す

ることができる。 

３ この達施行の際現に保有する旧様式の用紙類は、当分の間内容を修正して

使用することができる。 

附 則（昭和 58 年５月 11 日陸上自衛隊達第 98―４―４号） 

この達は、昭和 58 年６月１日から施行する。 

附 則（昭和 60 年５月 15 日陸上自衛隊達第 98―４―５号） 



この達は、昭和 60 年７月１日から施行する。 

附 則（昭和 61 年３月 14 日陸上自衛隊達第 98―４―６号） 

この達は、昭和 61 年５月１日から施行する。 

附 則（昭和 63 年４月８日陸上自衛隊達第 122―126 号） 

この達は、昭和 63 年４月８日から施行する。 

附 則（平成４年９月 18 日陸上自衛隊達第 98―４―７号） 

この達は、平成４年９月 18 日から施行する。 

附 則（平成７年３月 27 日陸上自衛隊達第 98―４―８号） 

この達は、平成７年４月１日から施行する。 

附 則（平成 10 年３月 20 日陸上自衛隊達第 122―137 号） 

この達は、平成 10 年３月 26 日から施行する。 

附 則（平成 12 年３月 27 日陸上自衛隊達第 122―156 号） 

この達は、平成 12 年３月 28 日から施行する。 

附 則（平成 15 年４月 18 日陸上自衛隊達第 98―４―９号） 

この達は、平成 15 年４月 18 日から施行する。 

附 則（平成 18 年７月 26 日陸上自衛隊達第 122―211 号） 

この達は、平成 18 年７月 31 日から施行する。 

附 則（平成 19 年３月 27 日陸上自衛隊達第 98―４―10 号） 

この達は、平成 19 年３月 28 日から施行する。 

附 則（平成 21 年２月３日陸上自衛隊達第 122―230 号） 

この達は、平成 21 年２月３日から施行する。 

附 則（平成 21 年７月 31 日陸上自衛隊達第 122―235 号） 

この達は、平成 21 年８月１日から施行する。 

附 則（平成 26 年３月 18 日陸上自衛隊達第 98―４―11 号） 

この達は、平成 26 年４月１日から施行する。 

附 則（平成 30 年３月 19 日陸上自衛隊達第 98―４―12 号） 

この達は、平成 30 年３月 27 日から施行する。 

附 則（令和 4年３月 30 日陸上自衛隊達第 98―４―13 号） 

この達は、令和 4年３月 30 日から施行する。 

附 則（令和 5年３月２７日陸上自衛隊達第 98―４―14 号） 

この達は、令和 5年４月１日から施行する。 

 



 
 

 

 



別紙第２－１（第 4条関係） 

発 簡 番 号  

年  月  日 

        殿 

発 簡 者 名 

 輸送申請書（定期便による人員） 

１ 所     属 
 

２ 搭乗者階級氏名
ふりがな

 
 

３ 認 識 番 号 
 

４ 区 間（飛行場） 
往 

複 

５ 搭乗年月日（便名） 
往    月  日    （    便） 

複    月  日    （    便） 

６ 目     的 
 

７ 運航休止等の場合 

 の希望 

 

８ 備     考 
 

寸法：日本産業規格Ａ４ 

注：１ 手荷物について、10 ㎏を超える場合には貨物として別に申請する。 

  ２ 搭乗者が２名以上ある場合は、２欄に代表者を、その他の物は８欄に 

   記入するか、又は別様として名簿を添付する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



別紙第２－２（第 4条関係） 

発 簡 番 号  

年  月  日 

        殿 

発 簡 者 名 

 輸送申請書（定期便による貨物） 

１ 輸  送  貨  物 
品名 種別    

     

２ 発送部隊名（駐屯地

名） 
（    ） 

３ 受領部隊名（駐屯地

名） 
（    ） 

４ 区 間（発 着 飛 行 場） 
 

５ 輸  送  月  日 月    日 

６ 便        名 
 

７ 目        的 
 

８ 運航休止等の場合の希望 
 

９ 備     考 
 

寸法：日本産業規格Ａ４ 

注：１ 輸送貨物欄 

（１） 品名：輸送物品名を記入する。 

（２） 種別：貨物の荷姿を木箱、ダンボール等の例により記入する。 

（３） 重量：こん包した総重量を記入する。 

（４） 容積：小数点以下第２位まで。 

  ２ 備考欄 

輸送貨物が多数ある場合等において、この欄に記入するか別葉とする。 

 

 

 



   

別紙第３（第 4条関係） 

発 簡 番 号  

年  月  日 

        殿 

発 簡 者 名 

 輸  送  申  請  書（特別便） 

１ 目         的  

２ 輸 送 希 望 月 日  

３ 区 間（発着飛行場）   

４ 希 望 機 種 及 び 機 数 
 

５ 人         員 

代 

表 

者 

所     属  

階     級  

氏
ふり

     名
がな

  

認 識 番 号  

搭 乗 者 数 
上記以下     

名 

６ 貨         物 
品名 種別 個数   

     

寸法：日本産業規格Ａ４ 

注：搭乗者名簿（所属、階級、氏名（ふりがな）、認識番号）は、特別便の航

空 

 決定後速やかに方面総監に提出する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

別紙第４－１（第 5条関係） 

発 簡 番 号  

年  月  日 

        殿 

発 簡 者 名 

航空機搭乗依頼書（海上自衛隊） 

航空機搭乗承認書（海上自衛隊） 

年  月  日 

輸送調整官の職名 

  

搭 乗 者 の 所 属  

 搭 乗 者 の 階 級 氏 名   

搭   乗   目   的  

  搭 乗 期 日 又 は 期 間 
 

 搭   乗   区   間 
 

 そ の 他 必 要 な 事 項 （服装及び理由を記載） 

輸 

送 

調 

整 

官 

記 

入 

欄 

集 合 日 時  

 集 合 場 所  

 定 期 便 等 名  

 その他必要な事項  

寸法：日本産業規格Ａ４ 

注：海上自衛隊の定期便への搭乗を依頼する場合に提出する。  

 

 



 

 

別紙第４－２（第 5条関係） 

発 簡 番 号  

年  月  日 

        殿 

発 簡 者 名 

物件輸送依頼書（海上自衛隊） 

物件輸送承認書（海上自衛隊） 

年  月  日 

輸送調整官の職名 

   

輸 送 依 頼 部 隊 等 名  

 輸   送   品   名   

輸   送   目   的   

  物  件  の  重  量  容  積 
 

 送    り    先 
 

 そ の 他 必 要 な 事 項 
 

輸 

送 

調 

整 

官 

記 

入 

欄 

集 積 日 時  

 集 積 場 所  

 定 期 便 等 名  

 その他必要な事項  

寸法：日本産業規格Ａ４ 

注：海上自衛隊の定期便により貨物輸送を依頼する場合に提出する。 



 
 

 

 



別紙第２－１（第 4条関係） 

発 簡 番 号  

年  月  日 

        殿 

発 簡 者 名 

 輸送申請書（定期便による人員） 

１ 所     属 
 

２ 搭乗者階級氏名
ふりがな

 
 

３ 認 識 番 号 
 

４ 区 間（飛行場） 
往 

複 

５ 搭乗年月日（便名） 
往    月  日    （    便） 

複    月  日    （    便） 

６ 目     的 
 

７ 運航休止等の場合 

 の希望 

 

８ 備     考 
 

寸法：日本産業規格Ａ４ 

注：１ 手荷物について、10 ㎏を超える場合には貨物として別に申請する。 

  ２ 搭乗者が２名以上ある場合は、２欄に代表者を、その他の物は８欄に 

   記入するか、又は別様として名簿を添付する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



別紙第２－２（第 4条関係） 

発 簡 番 号  

年  月  日 

        殿 

発 簡 者 名 

 輸送申請書（定期便による貨物） 

１ 輸  送  貨  物 
品名 種別    

     

２ 発送部隊名（駐屯地

名） 
（    ） 

３ 受領部隊名（駐屯地

名） 
（    ） 

４ 区 間（発 着 飛 行 場） 
 

５ 輸  送  月  日 月    日 

６ 便        名 
 

７ 目        的 
 

８ 運航休止等の場合の希望 
 

９ 備     考 
 

寸法：日本産業規格Ａ４ 

注：１ 輸送貨物欄 

（５） 品名：輸送物品名を記入する。 

（６） 種別：貨物の荷姿を木箱、ダンボール等の例により記入する。 

（７） 重量：こん包した総重量を記入する。 

（８） 容積：小数点以下第２位まで。 

  ２ 備考欄 

輸送貨物が多数ある場合等において、この欄に記入するか別葉とする。 

 

 

 



   

別紙第３（第 4条関係） 

発 簡 番 号  

年  月  日 

        殿 

発 簡 者 名 

 輸  送  申  請  書（特別便） 

１ 目         的  

２ 輸 送 希 望 月 日  

３ 区 間（発着飛行場）   

４ 希 望 機 種 及 び 機 数 
 

５ 人         員 

代 

表 

者 

所     属  

階     級  

氏
ふり

     名
がな

  

認 識 番 号  

搭 乗 者 数 
上記以下     

名 

６ 貨         物 
品名 種別 個数   

     

寸法：日本産業規格Ａ４ 

注：搭乗者名簿（所属、階級、氏名（ふりがな）、認識番号）は、特別便の航

空 

 決定後速やかに方面総監に提出する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

別紙第４－１（第 5条関係） 

発 簡 番 号  

年  月  日 

        殿 

発 簡 者 名 

航空機搭乗依頼書（海上自衛隊） 

航空機搭乗承認書（海上自衛隊） 

年  月  日 

輸送調整官の職名 

  

搭 乗 者 の 所 属  

 搭 乗 者 の 階 級 氏 名   

搭   乗   目   的  

  搭 乗 期 日 又 は 期 間 
 

 搭   乗   区   間 
 

 そ の 他 必 要 な 事 項 （服装及び理由を記載） 

輸 

送 

調 

整 

官 

記 

入 

欄 

集 合 日 時  

 集 合 場 所  

 定 期 便 等 名  

 その他必要な事項  

寸法：日本産業規格Ａ４ 

注：海上自衛隊の定期便への搭乗を依頼する場合に提出する。  

 

 



 

 

別紙第４－２（第 5条関係） 

発 簡 番 号  

年  月  日 

        殿 

発 簡 者 名 

物件輸送依頼書（海上自衛隊） 

物件輸送承認書（海上自衛隊） 

年  月  日 

輸送調整官の職名 

   

輸 送 依 頼 部 隊 等 名  

 輸   送   品   名   

輸   送   目   的   

  物  件  の  重  量  容  積 
 

 送    り    先 
 

 そ の 他 必 要 な 事 項 
 

輸 

送 

調 

整 

官 

記 

入 

欄 

集 積 日 時  

 集 積 場 所  

 定 期 便 等 名  

 その他必要な事項  

寸法：日本産業規格Ａ４ 

注：海上自衛隊の定期便により貨物輸送を依頼する場合に提出する。  

 

 

 



 請求部隊等

 電話番号

 根拠命令等　　　　　

 請求日

Ｌ　　　Ｗ　　　Ｈ  部隊請求番号

× ×  請求部隊等の長（官職氏名）

 

 

別紙第５（第５条関係）

１梱包当り価格：

１個最大重量(kg)：

備
　
考

（服装及び理由を記載）

注：１　人員と貨物は別葉とする。

　　２　この様式は、端末装置の出力用紙とする。
　　３　用紙の大きさは、日本産業規格Ａ４とし、横長に使用する。

補給優先順位：

Ａ請求内容：

危険品の有無：

空自隊員以外 部外者搭乗承認番号

輸送目的

貨
物
諸
元
等

到着希望日時：

受領部隊等名：

請
求
記
事
欄

荷　　　 姿 ：

人員又は

貨物合計

重量(㎏)
合計

容積(㎡)合計

小数点第２位まで
最大寸法(cm)： 輸送記事欄

危険品国連番号：

移動区間 輸送区間 品　　名

最初の発地 最後の着地 発地 着地

鉄
道
・

船

乗車・船月日 列車（船）名 （ふりがな）

  
氏　　名

（空輸のみ）

階　　級

輸  送  請  求  票
輸送請求番号

空
輸

搭乗日 便　　　名 代表者：階級氏名又は
貨物・代表品名

同乗者（空輸）

輸
送
手
段
希
望
欄

階　級 氏名（ふりがな） 認識番号

認識番号

車
両

使用日時 車種 台数

□陸 自 □隊員の家族 □その他
□海 自 □内局 □民間人
□患 者 □特別の機関等



別紙第６（第 5条関係） 

発 簡 番 号  

年  月  日 

        殿 

航空機搭乗依頼書（海上自衛隊） 

 

発 簡 者 名 

 

１ 搭乗者の所属部課（隊）名  

２ 搭 乗 者 

職 名 

（階

級） 

 

 

氏 名
ふ り が な

  

認識番号  

３ 搭 乗 の 目 的  

４ 搭乗の期日又は期間  

５ 搭 乗 の 場 所 又 は 区 間 
 

６ 搭乗する航空機の種類  
 

７ 航空従事者技能証明の種類 
 

８ そ の 他 必 要 な 事 項 
 

 

第    号 

航 空 機 搭 乗 承 諾 書 

年  月  日 

航空機使用者の職名 

寸法：日本産業規格Ａ４ 

注：海上自衛隊の定期便以外への搭乗を依頼する場合に提出する。  

 

 

 

 

 

 



別紙第７（第 5条関係） 

発 簡 番 号 

年  月  日 

         殿 

                         発 簡 者 

名 

         

搭 乗 依 頼 書（航空自衛隊） 

 

所 属 

（会社等名） 

階 級 

（職名又は職
業） 

氏  名 年齢 認識番号 

     

     

     

目  的 
 

希 望 日 出 発 地 到 着 地 機 種 

月  日  曜    

月  日  曜    

月  日  曜    

備 考  

 

 上記の搭乗を許可する。 

搭乗許可番号  第   号 

年   月   日 

航空機使用者名    

注：１ 航空自衛隊の定期便及び特別便以外への搭乗を依頼する場合に提出す 

る。 

  ２ 同行者多数で書き切れない場合は代表者のみ記入し、その他の者は別   

   紙として添付する。 

  ３ 依頼書は、２部提出する。 

  ４ 寸法は、日本産業規格Ａ４とする。 

 

 

 

 

 

 



 

 

別紙第８（第 6条関係） 

発 簡 番 号  

年  月  日 

        殿 

 

体  験  搭  乗  事  由  書 

 

                         発 簡 者 名 

          

１ 搭乗の必要性 

（１）必要と認める事由 

 

（２）期待される効果 

 

（３）その他参考事項 

 

２ 行動計画の概要 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

寸法：日本産業規格Ａ４ 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 

 

 

 



貨　物

区　間 部 区　間 区　間 部 区　間 区　間 部 区　間 部   

隊　員 外 計 量 隊　員 外 量 量 隊　員 外 計 量 隊　員 外 計 （ｔ）

（発～着） 者 （発～着） （発～着） 者 （発～着） （発～着） 者 （発～着） 者

隊　員 部外者 計

備　考：１　「区間欄」は、実績の多い区間６位まで及びその他の区間に区分して記載する。　

　　　　２　表中、上段は件数とし、下段は人数又はトン数とする。

　　　　３　体験搭乗等の局地飛行については、備考欄に件数及び人数を記入する。

別表（第１３条関係）

寸法：日本産業規格Ａ４

航　空　輸　送　状　況　表（　   　   　年　度　）

計 計計 計計 計

その他 その他その他 その他

― ―― ―― ―

― ―― ―― ―

― ―― ―― ―

海　自

空　自

― ―― ―― ―

―

局地飛行（体験搭乗等）

件　数
搭乗者数

―― ―― ―

― ―――

人　　　員（人） 貨　　物　（ｔ） 人　　　員（人） 貨　　物　（ｔ）

― ―

（輸定第８号）
航　　　空　　　自　　　衛　　　隊 海　上　自　衛　隊 合　　　　　　　　計

備考

定　　　期　　　便 特　　　別　　　便
人　　　員（人） 貨　物　（ｔ） 人　　　員　（人）

 


